
日
本
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
11
月
３
日

に
国
会
正
門
前
で
「
憲
法
大
行
動
」
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
主
催
は
、
「
戦
争
さ
せ
な

い
・
９
条
壊
す
な
！
総
が
か
り
行
動
実
行

委
員
会
と
９
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
全
国
市
民
ア

ク
シ
ョ
ン
」
で
す
。
最
初
に
主
催
者
を
代

表
し
藤
本
康
成
さ
ん
が
挨
拶
。
次
に
国
会

議
員
で
、
社
民
党
・
福
島
瑞
穂
さ
ん
、
立

憲
民
主
党
・
中
島
克
人
さ
ん
、
令
和
新
撰

組
・
く
ち
ぶ
し
万
里
さ
ん
、
沖
縄
の
風
・

高
良
鉄
美
さ
ん
、
日
本
共
産
党
・
小
池
晃

さ
ん
が
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

藤
本
共
同
代
表
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治

区
ガ
ザ
の
情
勢
へ
の
対
応
で
、
戦
争
は
即

時
中
止
す
べ
き
な
の
に
、
日
本
政
府
は

「
人
道
的
休
戦
決
議
」
を
棄
権
し
た
。
政

府
の
防
衛
費
増
額
方
針
も
批
判
し
、
「
平

和
的
生
存
権
を
保
障
す
る
憲
法
を
生
か
そ

う
」
と
訴
え
ま
し
た
。

ス
ピ
ー
チ
で
は
、
恵
泉
女
学
院
大
学
教

授
の
齋
藤
小
百
合
さ
ん
が
、
憲
法
は
人
権
、

命
を
守
る
も
の
。
私
達
は
、
憲
法
に
よ
っ

て
守
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
憲
法
を
守
っ
て

い
こ
う
。
と
訴
え
ま
し
た
。

日
本
体
育
大
学
教
授
の
清
水
雅
彦
さ
ん

は
「
安
保
３
文
書
は
、
憲
法
９
条
を
壊
し
、

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
で
日
本
を
戦
争
に

巻
き
込
ん
で
し
ま
う
」
「
３
文
書
が
目
指

す
自
衛
隊
は
政
府
の
従
来
解
釈
と
矛

盾
し
て
い
る
」
と
指
摘
。
「
外
交
で

他
国
か
ら
攻
撃
さ
れ
な
い
よ
う
に
す

れ
ば
良
く
、
憲
法
９
条
は
無
力
で
は

な
い
」
と
訴
え
ま
し
た
。

労
組
、
市
民
、
立
憲
野
党
が
連
帯

し
て
選
挙
で
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
維
新
を
野
党
第
一
党
に
し
て
は

な
ら
な
い
。
と
訴
え
ま
し
た
。

リ
レ
ー
ト
ー
ク
で
は
、
沖
縄
の
基

地
問
題
、
原
発
事
故
の
被
害
、
処
理

水
海
洋
放
出
問
題
、
マ
イ
ナ
保
険
証

問
題
に
つ
い
て
の
訴
え
が
あ
り
ま
し
た
。

会
場
に
集
ま
っ
た
４
０
０
０
人
で
「
憲

法
変
え
る
な
」
「
軍
拡
反
対
」
「
福
祉
を

削
る
な
」
「
岸
田
は
退
陣
」
な
ど
の
シ
ュ

プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
で
閉
会
し
ま
し
た
。

厚
木
で
は
、
国
会
前
に
参
加
出
来
な
い

方
を
中
心
に
、
午
前
11
時
か
ら
30
分
、
本

厚
木
駅
前
に
て
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
リ

レ
ー
ト
ー
ク
を
行
い
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
パ

レ
ス
チ
ナ
戦
争
の
即
時
中
止
を
訴
え
ま
し

た
。
17
名
参
加
。

（
大
友
三
昭
）

人
類
の
史
上
、
初
め
て
こ
の
国
で
誕
生

し
、
戦
後
70
年
以
上
に
わ
た
っ
て
繁
栄
を

も
た
ら
し
た
平
和
憲
法
が
、
時
代
錯
誤
の

愚
か
な
政
治
屋
た
ち
に
よ
っ
て
踏
み
に
じ

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
自
民
党

は
憲
法
９
条
に
条
文
を
追
加
し
て

自
衛
隊
を
明
記
し
よ
う
と
画
策
す

る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
が
「
積

極
的
平
和
主
義
」
だ
。
安
倍
晋
三

元
首
相
が
ア
メ
リ
カ
の
保
守
系
シ

ン
ク
タ
ン
ク
で
言
い
出
し
、
に
わ

か
に
日
本
で
広
ま
っ
た
。

日
本
人
が
戦
後
一
貫
し
て
誤
っ

た
の
は
、
せ
っ
か
く
の
憲
法
を
き

ち
ん
と
使
お
う
と
し
な
か
っ
た
こ

と
に
あ
る
。

私
た
ち
が
な
す
べ
き
は
、
反
戦

憲
法
を
真
の
平
和
憲
法
に
す
る
こ

と
だ
。

２
０
１
５
年
９
月
に
は
「
戦
後

最
悪
の
違
憲
立
法
」
と
呼
ば
れ
た

安
全
保
障
関
連
法
案
、
い
わ
ゆ
る

戦
争
法
が
国
会
で
強
行
採
決
さ
れ

た
。
違
憲
と
さ
れ
て
き
た
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
が
可
能
と
な
り
、

米
国
に
従
う
形
で
海
外
に
出
て
武

力
行
使
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。

政
府
は
憲
法
を
勝
手
に
解
釈
し
て
、

日
本
を
「
戦
争
が
で
き
る
国
」
に

し
て
し
ま
っ
た
。

い
ま
、
紛
争
へ
の
対
処
を
め
ぐ
っ

て
世
界
に
は
大
き
く
二
つ
の
潮
流

が
あ
る
。
一
つ
は
「
武
力
に
は
武

力
を
」
。
米
国
や
テ
ロ
組
織
そ
し

て
安
倍
政
権
の
考
え
方
だ
。
も
う
一
つ
は

「
武
力
に
は
対
話
を
」
。
国
連
や
平
和
憲

法
そ
し
て
世
界
の
市
民
運
動
の
考
え
方
だ
。

歴
史
の
流
れ
で
、
ど
ち
ら
が
大
き
な
潮
流

か
と
言
え
ば
、
明
ら
か
に
後
者
だ
。

国
連
は
２
０
１
７
年
夏
に
核
兵
器
禁

止
条
約
を
採
択
し
た
。
核
兵
器
を
持
つ

大
国
に
任
せ
て
い
て
も
軍
縮
が
い
っ
こ

う
に
進
ま
な
い
中
、
核
を
持
た
ざ
る
国

が
団
結
し
て
核
兵
器
を
な
く
す
た
め
の

法
制
化
に
踏
み
出
し
た
の
だ
。
い
わ
ば

地
球
規
模
の
「
非
核
野
党
共
闘
」
だ
。

世
界
は
、
遅
々
と
し
て
い
る
が
、
対

話
の
方
向
を
目
指
し
て
い
る
。
大
き
な

目
で
見
れ
ば
、
歴
史
は
憲
法
９
条
の
方

向
に
進
ん
で
い
る
。
そ
の
事
実
に
意
を

強
く
す
る
と
と
も
に
、
惰
性
の
ま
ま
に

世
界
が
悪
の
道
に
進
ん
で
い
か
な
い
よ

う
、
私
た
ち
の
日
本
を
積
極
的
平
和
国

家
と
し
て
再
出
発
さ
せ
よ
う
で
は
な
い
か
。

私
が
南
米
チ
リ
で
の
１
９
９
０
年
以

降
の
政
権
交
代
で
感
じ
た
こ
と
は
、
ど

こ
の
国
で
も
15
％
が
結
束
し
た
勢
力
が

そ
の
社
会
を
リ
ー
ド
す
る
。
政
治
の
流

れ
は
15
％
の
市
民
が
一
斉
に
明
確
な
行

動
を
起
こ
せ
ば
、
直
ち
に
社
会
の
空
気

を
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
（
「
九
条
の
会
」
世
話
人
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
・
伊
藤
千
尋
の
著
書
『
９
条

を
活
か
す
日
本

15
％
が
社
会
を
変
え

る
』
よ
り
）

（
小
池
康
夫
）
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九
条
の
会
の
活
動
は
イ
ベ
ン
ト
収
入
と
カ
ン
パ
で
行
っ
て
い
ま
す
。

、
カ
ン
パ
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
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番
号
６
３
４
２
８
３
５
１

ア
ツ
ギ
キ
ュ
ウ
ジ
ョ
ウ
ノ
カ
イ

◇
【
他
銀
行
か
ら
の
送
金
】
店
名

〇
二
八
（
読
み

ゼ
ロ
二
ハ
チ
）
店
番
０
２
８

【
預
金
種
目
】
普
通
預
金

口
座
番
号
６
３
４
２
８
３
５

◆

九
条
の
会
の
活
動
は
イ
ベ
ン
ト
収
入
と
カ
ン
パ
で
行
っ
て
い
ま
す
。

、
カ
ン
パ
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
カ
ン
パ
送
り
先

◇
【
ゆ
う
ち
ょ
か
ら
送
金
】

記
号

１
０
２
６
０

番
号
６
３
４
２
８
３
５
１

ア
ツ
ギ
キ
ュ
ウ
ジ
ョ
ウ
ノ
カ
イ

◇
【
他
銀
行
か
ら
の
送
金
】
店
名

〇
二
八
（
読
み

ゼ
ロ
二
ハ
チ
）
店
番
０
２
８

【
預
金
種
目
】
普
通
預
金

口
座
番
号
６
３
４
２
８
３
５

11月11月

《 行 事 案 内 》

・大軍拡･大増税反対スタンディング
１1月１９日（日）１３時～

本厚木駅北口
・厚木市九条の会ネットワーク会議
１２月９日（土）１3時～

保健福祉センター 作業室
・９の日行動
１２月９日（土）１5時～

本厚木駅北口

・あつぎ・九条の会サポーターの会
１２月５日（火）１４時～

保健福祉センター 研修室

《 行 事 案 内 》

・大軍拡･大増税反対スタンディング
１1月１９日（日）１３時～

本厚木駅北口
・厚木市九条の会ネットワーク会議
１２月９日（土）１3時～

保健福祉センター 作業室
・９の日行動
１２月９日（土）１5時～

本厚木駅北口

・あつぎ・九条の会サポーターの会
１２月５日（火）１４時～

保健福祉センター 研修室
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11
・
３
憲
法
大
集
会
開
催
さ
れ
る

11
・
３
憲
法
大
集
会
開
催
さ
れ
る

考
え
て
も
考
え
て
も
、
私
に
は
理
解
・

納
得
で
き
ま
せ
ん
。
９
月
12
日
、
最
高
裁

は
安
倍
内
閣
が
２
０
１
７
年
、
「
野
党
が

求
め
た
臨
時
国
会
の
召
集
に
応
じ
な
か
っ

た
の
は
憲
法
63
条
に
違
反
す
る
」
と
の
上

告
審
判
決
に
対
し

て
、
上
告
を
棄
却

し
ま
し
た
。
要
す
る
に
「
合
憲
で
す
よ
」

と
言
っ
た
訳
で
す
ね
。
で
も
53
条
は
「
い

づ
れ
か
の
議
院
の
総
議
員
の
四
分
の
一
以

上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
内
閣
は
そ
の
召
集

を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り

ま
す
。
条
文
の
ど
こ
を
見
て
も
当
時
の
安

倍
内
閣
の
行
為
は
合
憲
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

反
論
し
な
い
野
党
も
あ
り
、
事
実
報
道

し
か
し
な
い
メ
デ
ィ
ア
、
無
関
心
な
国
民
。

こ
れ
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
憲
法
76
条

「
裁
判
官
は
、
そ
の

良
心
に
従
い
独
立
し

て
そ
の
職
権
を
行
い
、
憲
法
お
よ
び
法
律

に
の
み
拘
束
さ
れ
る
」
。
そ
れ
な
の
に
こ

の
判
決
。

政
権
与
党
に
忖
度
し
て
い
る
と
し
か
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
国
務
大
臣
、
国
会
議

員
、
裁
判
官
、
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ

の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
」

と
定
め
た
99
条
。
と
こ
ろ
が
国
会
議
員
で

あ
り
行
政
の
長
で
あ
っ
た
安
倍
元
首
相
は
、

率
先
し
て
改
憲
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。
今

や
国
の
最
高
法
規
と
さ
れ
る
日
本
の
憲
法

は
風
前
の
灯
で
す
。

憲
法
の
理
念
を
軽
視
す
る
政
権
与
党
、

そ
れ
を
阻
止
で
き
な
い
司
法
。
法
治
国
家

の
名
が
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
国
民
よ
、

目
を
覚
ま
し
ま
し
ょ
う
。

（
中
村
祐
一
）

考
え
て
も
考
え
て
も
、
私
に
は
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解
・
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で
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せ
ん
。
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０
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７
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の
は
憲
法
63
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に
違
反
す
る
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と
の
上
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に
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し

て
、
上
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を
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し
ま
し
た
。
要
す
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に
「
合
憲
で
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よ
」

と
言
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た
訳
で
す
ね
。
で
も
53
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い

づ
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か
の
議
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の
総
議
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の
四
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の
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以

上
の
要
求
が
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ば
、
内
閣
は
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の
召
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を
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り
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。
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を
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も
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時
の
安
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の
行
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は
合
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と
は
思
え
ま
せ
ん
。

反
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し
な
い
野
党
も
あ
り
、
事
実
報
道

し
か
し
な
い
メ
デ
ィ
ア
、
無
関
心
な
国
民
。

こ
れ
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
憲
法
76
条

「
裁
判
官
は
、
そ
の

良
心
に
従
い
独
立
し

て
そ
の
職
権
を
行
い
、
憲
法
お
よ
び
法
律

に
の
み
拘
束
さ
れ
る
」
。
そ
れ
な
の
に
こ

の
判
決
。

政
権
与
党
に
忖
度
し
て
い
る
と
し
か
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
国
務
大
臣
、
国
会
議

員
、
裁
判
官
、
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ

の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
」

と
定
め
た
99
条
。
と
こ
ろ
が
国
会
議
員
で

あ
り
行
政
の
長
で
あ
っ
た
安
倍
元
首
相
は
、

率
先
し
て
改
憲
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。
今

や
国
の
最
高
法
規
と
さ
れ
る
日
本
の
憲
法

は
風
前
の
灯
で
す
。

憲
法
の
理
念
を
軽
視
す
る
政
権
与
党
、

そ
れ
を
阻
止
で
き
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。
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に
瀕
し
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国
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よ
、

目
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覚
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し
ま
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。

（
中
村
祐
一
）

大
丈
夫
で
す
か
日
本
の
憲
法

大
丈
夫
で
す
か
日
本
の
憲
法

平和国家として再出発させよう！市民の15％で社会は変わる平和国家として再出発させよう！市民の15％で社会は変わる

上は国会前集会・下は本厚木駅北口上は国会前集会・下は本厚木駅北口



◆
市
民
か
ら
の
請
願
・
陳
情
と

厚
木
市
議
会
の
対
応

私
達
は
、
候
補
者
が
選
挙
で
訴
え
た
こ

と
と
、
当
選
後
の
日
々
の
政
治
活
動
と
の

実
態
に
関
心
を
持
つ
べ
き
で
す
。
議
員
と

な
り
、
選
挙
戦
で
市
民
に
訴
え
た
約
束
を

誠
実
に
実
行
し
て
い
る
か
否
か
を
検
証
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
厚
木
市
議
会
に

出
さ
れ
た
請
願
（
憲
法
第
16
条
に
よ
る
、

国
や
地
方
公
共
団
体
に
意
見
や
要
望
等
を

文
書
で
申
し
述
べ
る
権
利
。
提
出
に
は
紹

介
議
員
が
必
要
）
、
陳
情
（
国
や
地
方
公

共
団
体
に
意
見
や
要
望
等
を
文
書
で
申
し

述
べ
る
。
紹
介
議
員
は
不
要
）
に
対
す
る

採
否
結
果
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
（
厚
木

市
Ｈ
Ｐ
「
令
和
５
年
請
願
・
陳
情
一
覧
」

よ
り
」
）

(1)
「
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
を

当
面
延
期
す
る
よ
う
求
め
る
意
見
書
を
国

に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願
」

7

対
19
で
否
決
。

（
考
察
）

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
仕
組
み

が
複
雑
で
、
一
般
人
に
は
難
解
。
取
引
条

件
で
立
場
の
弱
い
零
細
事
業
者
が
守
ら
れ

る
保
証
は
な
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
３
年

半
、
昨
年
来
の
物
価
高
騰
な
ど
厳
し
い
経

営
環
境
が
続
き
、
企
業
倒
産
も
増
え
、
小

規
模
企
業
、
農
漁
業
者
、
自
営
業
者
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
の
零
細
な
事
業
者
は
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
に
よ
る
実
務
と
納
税
の
負

担
に
対
応
で
き
な
い
。
否
決
は
市
議
会
の

冷
た
い
政
治
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

(2)

従
来
型
（
紙
）
健
康
保
険
証
の
存
続

を
求
め
る
意
見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ
と

を
求
め
る
陳
情

7
対
19
で
否
決
。

（
考
察
）

健
康
保
険
証
は
、
保
険
料
の

強
制
納
付
で
自
動
的
に
手
元
に
届
く
。
提

示
す
れ
ば
い
つ
で
も
医
療
が
受
け
ら
れ
、

国
民
生
活
に
深
く
浸

透
し
て
い
る
。
新
た

に
導
入
し
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、

医
療
現
場
に
お
い
て

相
次
ぐ
ト
ラ
ブ
ル
が

発
生
。
世
論
調
査
で

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
活
用
拡
大
の
不
安
が
7
割
超
、
保
険
証

廃
止
反
対
が
５
～
６
割
。
何
の
問
題
も
な

い
紙
の
保
険
証
の
存
続
こ
そ
が
、
市
民
に

寄
り
添
う
市
政
の
あ
る
べ
き
姿
。

(3)
「
政
党
機
関
紙
の
庁
舎
内
勧
誘
行
為
の

自
粛
を
求
め
る
陳
情

21
対
５
で
採
択
。

（
考
察
）

特
定
の
政
党
機
関
誌
を
指
し

て
、
市
庁
舎
内
で
の
勧
誘
・
配
達
・
集
金

に
自
粛
を
強
要
す
る
内
容
。
機
関
誌
の
購

読
は
個
人
の
思
想
・
信
条
の
自
由
、
内
心

の
自
由
（
憲
法
第
19
条
）
の
問
題
で
あ
り
、

行
政
が
こ
の
行
為
に
自
粛
を
求
め
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
政
党
に
属
す
る
議
員
や

党
員
が
自
治
体
の
職
員
に
購
読
を
働
き
か

け
、
配
達
・
集
金
す
る
活
動
は
、
憲
法
に

保
障
さ
れ
た
政
治
活
動
（
憲
法
第
21
条
）
。

行
政
に
こ
の
行
為
の
制
限
は
許
さ
れ
て
い

な
い
。
採
択
は
違
憲
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

◆
政
治
と
宗
教
と
の
癒
着

平
和
統
一
家
庭
連
合
（
旧
統
一
教
会
）

を
め
ぐ
る
問
題
で
、
文
部
科
学
省
は
10
月

13
日
、
民
法
上
の
不
法
行
為
な
ど
を
理
由

に
、
教
団
に
対
す
る
解
散
命
令
を
東
京
地

方
裁
判
所
に
請
求
し
た
（N

H
K
N
E
W
S
W
E
B

２
０
２
３
・
10
・
13
）
。

統
一
教
会
と
接
点
を
持
っ
た
国
会
議
員

（
衆
議
院
）
の
中
に
、
神
奈
川
県
内
で
も

9
人
が
含
ま
れ
て
い
た
と
の
報
道

（
東

京
新
聞
２
０
２
２
・
９
・
９
）

は
、
記

憶
に
ま
だ
新
し
い
。
私
た
ち
有
権
者
は
、

反
社
会
的
活
動
団
体
と
の
関
係
が
明
ら
か

に
な
っ
た
政
治
家
の
動
向
を
注
視
す
る
必

要
が
あ
る
。

２
０
１
５
年
に
安
部
元
首
相
は
、
憲
法

第
九
条
を
無
視
し
、
集
団
的
自
衛
権
行
使

の
容
認
を
閣
議
決
定
し
、
安
全
保
障
関
連

法
案
の
強
行
採
決
に
及
ん
だ
。
そ
れ
以
来
、

憲
法
軽
視
の
自
公
政
治
が
多
方
面
で
常
態

化
し
て
い
る
。

私
た
ち
「
あ
つ
ぎ
・
九
条
の
会
」
は

「
国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
大
切
に
し
、
平

和
憲
法
九
条
を
守
る
」
た
め
、
岸
田
政
権

が
進
め
る
、
５
年
間
で
税
金
43
兆
円
の
財

源
を
確
保
し
、
無
用
な
武
器
を
爆
買
い
す

る
こ
と
に
反
対
し
ま
す
。

「
大
軍
拡
Ｎ
Ｏ
!
」
「
大
増
税
Ｎ
Ｏ
!」

そ
し
て
「
九
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
!
」
を
訴
え
ま
す
。

（
北
川
和
麿
）

◆

汚
染
水
事
故

東
電
原
発
事
故
の
汚
染
水
を
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ

で
処
理
し
、
「
安
全
だ
」
と
、
政
府
・
東

電
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
が
い
っ
せ
い
に
宣
伝

を
し
、
漁
業
者
、
住
民
な
ど
が
反
対
す
る

中
、
東
電
は
23
年
８
月
24
日
に
海
洋
投
棄

を
強
行
し
た
。
と
こ
ろ
が
10
月
25
日
、
そ

の
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
の
配
管
洗
浄
作
業
で
放
射
性

物
質
が
作
業
員
４
名
に
飛
散
し
、
２
名
が

入
院
す
る
事
故
が
起
き
た
。

「
戦
う
覚
悟
を
」
の
放
言
同
様
、
安
全

と
言
う
経
産
省
、
東
電
幹
部
自
身
は
危
険

な
作
業
を
絶
対
に
し
な
い
。
海
洋
投
棄
を

中
止
し
、
海
外
で
実
績
の
あ
る
「
モ
ル
タ

ル
固
化
」
「
大
型
タ
ン
ク
保
管
」
な
ど
の

代
替
法
の
導
入
を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
だ
。

税
金
は
軍
事
費
に
で
は
な
く
、
生
活
の
安

全
・
安
心
の
た
め
に
使
っ
て
ほ
し
い
。

（
北
川
和
麿
）

経
済
を
三
度
叫
ん
で
し
た
り
顔

密
や
か
に
さ
ら
ば
昴
と
天
空
へ

旭
町
（
紀
）

翔
と
聡
こ
の
文
字
付
け
た
子
が
増
え
る

秋
の
朝
満
腹
す
る
ほ
ど
薬
飲
む

九
条
で
戦
争
犠
牲
ゼ
ロ
の
国

イ
ン
フ
レ
で
税
収
伸
び
て
民
滅
ぶ

世
襲
で
は
所
詮
学
な
し
器
で
も

あ
の
所
信
夢
も
希
望
も
吹
っ
飛
ん
だ

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
国
の
頭
は
そ
れ
を
超
え

ば
ら
ま
き
の
打
ち
出
の
小
づ
ち
は

ど
こ
に
あ
る
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選
挙
で
訴
え
た
こ

と
と
、
当
選
後
の
日
々
の
政
治
活
動
と
の

実
態
に
関
心
を
持
つ
べ
き
で
す
。
議
員
と

な
り
、
選
挙
戦
で
市
民
に
訴
え
た
約
束
を

誠
実
に
実
行
し
て
い
る
か
否
か
を
検
証
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
厚
木
市
議
会
に

出
さ
れ
た
請
願
（
憲
法
第
16
条
に
よ
る
、

国
や
地
方
公
共
団
体
に
意
見
や
要
望
等
を

文
書
で
申
し
述
べ
る
権
利
。
提
出
に
は
紹

介
議
員
が
必
要
）
、
陳
情
（
国
や
地
方
公

共
団
体
に
意
見
や
要
望
等
を
文
書
で
申
し

述
べ
る
。
紹
介
議
員
は
不
要
）
に
対
す
る

採
否
結
果
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
（
厚
木

市
Ｈ
Ｐ
「
令
和
５
年
請
願
・
陳
情
一
覧
」

よ
り
」
）

(1)
「
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
を

当
面
延
期
す
る
よ
う
求
め
る
意
見
書
を
国

に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願
」

7

対
19
で
否
決
。

（
考
察
）

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
仕
組
み

が
複
雑
で
、
一
般
人
に
は
難
解
。
取
引
条

件
で
立
場
の
弱
い
零
細
事
業
者
が
守
ら
れ

る
保
証
は
な
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
３
年

半
、
昨
年
来
の
物
価
高
騰
な
ど
厳
し
い
経

営
環
境
が
続
き
、
企
業
倒
産
も
増
え
、
小

規
模
企
業
、
農
漁
業
者
、
自
営
業
者
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
の
零
細
な
事
業
者
は
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
に
よ
る
実
務
と
納
税
の
負

担
に
対
応
で
き
な
い
。
否
決
は
市
議
会
の

冷
た
い
政
治
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

(2)

従
来
型
（
紙
）
健
康
保
険
証
の
存
続

を
求
め
る
意
見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ
と

を
求
め
る
陳
情

7
対
19
で
否
決
。

（
考
察
）

健
康
保
険
証
は
、
保
険
料
の

強
制
納
付
で
自
動
的
に
手
元
に
届
く
。
提

示
す
れ
ば
い
つ
で
も
医
療
が
受
け
ら
れ
、

国
民
生
活
に
深
く
浸

透
し
て
い
る
。
新
た

に
導
入
し
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、

医
療
現
場
に
お
い
て

相
次
ぐ
ト
ラ
ブ
ル
が

発
生
。
世
論
調
査
で

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
活
用
拡
大
の
不
安
が
7
割
超
、
保
険
証

廃
止
反
対
が
５
～
６
割
。
何
の
問
題
も
な

い
紙
の
保
険
証
の
存
続
こ
そ
が
、
市
民
に

寄
り
添
う
市
政
の
あ
る
べ
き
姿
。

(3)
「
政
党
機
関
紙
の
庁
舎
内
勧
誘
行
為
の

自
粛
を
求
め
る
陳
情

21
対
５
で
採
択
。

（
考
察
）

特
定
の
政
党
機
関
誌
を
指
し

て
、
市
庁
舎
内
で
の
勧
誘
・
配
達
・
集
金

に
自
粛
を
強
要
す
る
内
容
。
機
関
誌
の
購

読
は
個
人
の
思
想
・
信
条
の
自
由
、
内
心

の
自
由
（
憲
法
第
19
条
）
の
問
題
で
あ
り
、

行
政
が
こ
の
行
為
に
自
粛
を
求
め
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
政
党
に
属
す
る
議
員
や

党
員
が
自
治
体
の
職
員
に
購
読
を
働
き
か

け
、
配
達
・
集
金
す
る
活
動
は
、
憲
法
に

保
障
さ
れ
た
政
治
活
動
（
憲
法
第
21
条
）
。

行
政
に
こ
の
行
為
の
制
限
は
許
さ
れ
て
い

な
い
。
採
択
は
違
憲
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

◆
政
治
と
宗
教
と
の
癒
着

平
和
統
一
家
庭
連
合
（
旧
統
一
教
会
）

を
め
ぐ
る
問
題
で
、
文
部
科
学
省
は
10
月

13
日
、
民
法
上
の
不
法
行
為
な
ど
を
理
由

に
、
教
団
に
対
す
る
解
散
命
令
を
東
京
地

方
裁
判
所
に
請
求
し
た
（N

H
K
N
E
W
S
W
E
B

２
０
２
３
・
10
・
13
）
。

統
一
教
会
と
接
点
を
持
っ
た
国
会
議
員

（
衆
議
院
）
の
中
に
、
神
奈
川
県
内
で
も

9
人
が
含
ま
れ
て
い
た
と
の
報
道

（
東

京
新
聞
２
０
２
２
・
９
・
９
）

は
、
記

憶
に
ま
だ
新
し
い
。
私
た
ち
有
権
者
は
、

反
社
会
的
活
動
団
体
と
の
関
係
が
明
ら
か

に
な
っ
た
政
治
家
の
動
向
を
注
視
す
る
必

要
が
あ
る
。

２
０
１
５
年
に
安
部
元
首
相
は
、
憲
法

第
九
条
を
無
視
し
、
集
団
的
自
衛
権
行
使

の
容
認
を
閣
議
決
定
し
、
安
全
保
障
関
連

法
案
の
強
行
採
決
に
及
ん
だ
。
そ
れ
以
来
、

憲
法
軽
視
の
自
公
政
治
が
多
方
面
で
常
態

化
し
て
い
る
。

私
た
ち
「
あ
つ
ぎ
・
九
条
の
会
」
は

「
国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
大
切
に
し
、
平

和
憲
法
九
条
を
守
る
」
た
め
、
岸
田
政
権

が
進
め
る
、
５
年
間
で
税
金
43
兆
円
の
財

源
を
確
保
し
、
無
用
な
武
器
を
爆
買
い
す

る
こ
と
に
反
対
し
ま
す
。

「
大
軍
拡
Ｎ
Ｏ
!
」
「
大
増
税
Ｎ
Ｏ
!」

そ
し
て
「
九
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
!
」
を
訴
え
ま
す
。

（
北
川
和
麿
）

◆

汚
染
水
事
故

東
電
原
発
事
故
の
汚
染
水
を
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ

で
処
理
し
、
「
安
全
だ
」
と
、
政
府
・
東

電
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
が
い
っ
せ
い
に
宣
伝

を
し
、
漁
業
者
、
住
民
な
ど
が
反
対
す
る

中
、
東
電
は
23
年
８
月
24
日
に
海
洋
投
棄

を
強
行
し
た
。
と
こ
ろ
が
10
月
25
日
、
そ

の
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
の
配
管
洗
浄
作
業
で
放
射
性

物
質
が
作
業
員
４
名
に
飛
散
し
、
２
名
が

入
院
す
る
事
故
が
起
き
た
。

「
戦
う
覚
悟
を
」
の
放
言
同
様
、
安
全

と
言
う
経
産
省
、
東
電
幹
部
自
身
は
危
険

な
作
業
を
絶
対
に
し
な
い
。
海
洋
投
棄
を

中
止
し
、
海
外
で
実
績
の
あ
る
「
モ
ル
タ

ル
固
化
」
「
大
型
タ
ン
ク
保
管
」
な
ど
の

代
替
法
の
導
入
を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
だ
。

税
金
は
軍
事
費
に
で
は
な
く
、
生
活
の
安

全
・
安
心
の
た
め
に
使
っ
て
ほ
し
い
。

（
北
川
和
麿
）

経
済
を
三
度
叫
ん
で
し
た
り
顔

密
や
か
に
さ
ら
ば
昴
と
天
空
へ

旭
町
（
紀
）

翔
と
聡
こ
の
文
字
付
け
た
子
が
増
え
る

秋
の
朝
満
腹
す
る
ほ
ど
薬
飲
む

九
条
で
戦
争
犠
牲
ゼ
ロ
の
国

イ
ン
フ
レ
で
税
収
伸
び
て
民
滅
ぶ

世
襲
で
は
所
詮
学
な
し
器
で
も

あ
の
所
信
夢
も
希
望
も
吹
っ
飛
ん
だ

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
国
の
頭
は
そ
れ
を
超
え

ば
ら
ま
き
の
打
ち
出
の
小
づ
ち
は

ど
こ
に
あ
る

２０２３年１１月 あつぎ・九条の会 「新たな戦前」ではなく「永遠の戦後を」 No.２０５２０２３年１１月 あつぎ・九条の会 「新たな戦前」ではなく「永遠の戦後を」 No.２０５

駅
前
宣
伝
で
憲
法
９
条
を
掲
げ
た
私
た

ち
に
「
攻
め
ら
れ
た
ら
ど
う
す
ん
だ
？
！
」

の
通
行
人
３
人
と
の
や
り
と
り
に

「
武
力
で
な
く
話
し
合
い
、
外
交
で
・
・
・
」

と
主
張
す
る
私
た
ち
。

「
隣
国
に
は
通
用
し
な
い
。
や
ら
れ
な

い
よ
う
に
抑
止
力
が
必
要
」
の
一
点
張
り
。

平
行
線
の
会
話
が
続
き
ま
し
た
が
、
私

が
思
っ
た
の
は
や
は
り
「
戦
争
の
悲
惨
さ

が
自
分
事
に
感
じ
て
い
な
い
。
新
憲
法
が

生
ま
れ
た
背
景
の
歴
史
的
重
要
さ
の
理
解

に
大
き
な
乖
離
が
あ
る
。
日
本
の
教
育
の

拙
さ
が
根
底
に
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
の
報
道

も
大
切
な
論
点
が
深
め
ら
れ
て
い
な
い
し

政
府
寄
り
の
偏
っ
た
報
道
が
多
い
・
・
・
」
。

け
れ
ど
、
や
は
り
分
か
り
合
え
ぬ
相
手

と
諦
め
ず
、
対
話
は
大
切
と
も
思
い
ま
し

た
。
特
に
高
校
生
は
ま
だ
柔
軟
な
年
代
、

異
な
る
考
え
に
も
目
を
広
げ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。

「
攻
め
ら
れ
た
ら
、
専
守
防
衛
で
自
衛

隊
が
戦
う
」

と
い
う
の

も
、
実
は

私
個
人
は
も
や
も
や
し
ま
す
。

確
か
に
２
０
１
５
年
の
安
保
法
制
で
集

団
的
自
衛
権
が
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
、

専
守
防
衛
の
考
え
が
盾
に
な
り
野
党
共
闘

の
一
致
点
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ

の
後
も
９
条
解
釈
で
敵
基
地
攻
撃
能
力

（
反
撃
能
力
）
、
憲
法
に
自
衛
隊
明
記
と

ゆ
が
ん
だ
解
釈
が
次
々
に
起
き
て
い
る
。

伊
勢
崎
賢
治
氏
も
、
「
専
守
防
衛
は
、

戦
争
犯
罪
を
裁
く
法
整
備
な
し
で
９
条
下

で
も
、
限
り
な
い
軍
拡
を
可
能
に
し
て
き

た
日
本
独
自
の
造
語
で
す
。
問
題
は
護
憲

派
政
党
が
こ
れ
を
良
し
と

し
て
き
た
こ
と
で
す
。

（
略
）
伊
勢
崎
氏
は
「
反

撃
能
力
の
前
に
、
日
本
が
備
え
る
べ
き
戦

争
犯
罪
の
法
体
系
、
世
界
の
潮
流
は
『
国

家
よ
り
人
を
守
る
』
こ
と
。
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。

私
も
、
そ
う
い
う
流
れ
に
賛
同
し
ま
す
。

そ
う
な
れ
ば
、
国
際
的
に
も
今
の
イ
ス
ラ

エ
ル
の
ガ
ザ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
攻
撃
等
許
さ

れ
な
い
は
ず
！
と
思
う
の
で
す
。

ど
う
し
た
ら
平
和
が
守
ら
れ
る
の
か
、

い
ろ
い
ろ
な
考
え

が
あ
っ
て
、
そ
う

い
う
こ
と
を
話
し

合
え
る
社
会
、
政

治
が
日
常
会
話
に

で
き
る
世
の
中
を

望
む
ば
か
り
で
す
。

め
げ
ず
に
駅
前
に

立
ち
た
い
で
す
ね
。

（
木
下
泰
子
）

駅
前
宣
伝
で
憲
法
９
条
を
掲
げ
た
私
た

ち
に
「
攻
め
ら
れ
た
ら
ど
う
す
ん
だ
？
！
」

の
通
行
人
３
人
と
の
や
り
と
り
に

「
武
力
で
な
く
話
し
合
い
、
外
交
で
・
・
・
」

と
主
張
す
る
私
た
ち
。

「
隣
国
に
は
通
用
し
な
い
。
や
ら
れ
な

い
よ
う
に
抑
止
力
が
必
要
」
の
一
点
張
り
。

平
行
線
の
会
話
が
続
き
ま
し
た
が
、
私

が
思
っ
た
の
は
や
は
り
「
戦
争
の
悲
惨
さ

が
自
分
事
に
感
じ
て
い
な
い
。
新
憲
法
が

生
ま
れ
た
背
景
の
歴
史
的
重
要
さ
の
理
解

に
大
き
な
乖
離
が
あ
る
。
日
本
の
教
育
の

拙
さ
が
根
底
に
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
の
報
道

も
大
切
な
論
点
が
深
め
ら
れ
て
い
な
い
し

政
府
寄
り
の
偏
っ
た
報
道
が
多
い
・
・
・
」
。

け
れ
ど
、
や
は
り
分
か
り
合
え
ぬ
相
手

と
諦
め
ず
、
対
話
は
大
切
と
も
思
い
ま
し

た
。
特
に
高
校
生
は
ま
だ
柔
軟
な
年
代
、

異
な
る
考
え
に
も
目
を
広
げ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。

「
攻
め
ら
れ
た
ら
、
専
守
防
衛
で
自
衛

隊
が
戦
う
」

と
い
う
の

も
、
実
は

私
個
人
は
も
や
も
や
し
ま
す
。

確
か
に
２
０
１
５
年
の
安
保
法
制
で
集

団
的
自
衛
権
が
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
、

専
守
防
衛
の
考
え
が
盾
に
な
り
野
党
共
闘

の
一
致
点
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ

の
後
も
９
条
解
釈
で
敵
基
地
攻
撃
能
力

（
反
撃
能
力
）
、
憲
法
に
自
衛
隊
明
記
と

ゆ
が
ん
だ
解
釈
が
次
々
に
起
き
て
い
る
。

伊
勢
崎
賢
治
氏
も
、
「
専
守
防
衛
は
、

戦
争
犯
罪
を
裁
く
法
整
備
な
し
で
９
条
下

で
も
、
限
り
な
い
軍
拡
を
可
能
に
し
て
き

た
日
本
独
自
の
造
語
で
す
。
問
題
は
護
憲

派
政
党
が
こ
れ
を
良
し
と

し
て
き
た
こ
と
で
す
。

（
略
）
伊
勢
崎
氏
は
「
反

撃
能
力
の
前
に
、
日
本
が
備
え
る
べ
き
戦

争
犯
罪
の
法
体
系
、
世
界
の
潮
流
は
『
国

家
よ
り
人
を
守
る
』
こ
と
。
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。

私
も
、
そ
う
い
う
流
れ
に
賛
同
し
ま
す
。

そ
う
な
れ
ば
、
国
際
的
に
も
今
の
イ
ス
ラ

エ
ル
の
ガ
ザ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
攻
撃
等
許
さ

れ
な
い
は
ず
！
と
思
う
の
で
す
。

ど
う
し
た
ら
平
和
が
守
ら
れ
る
の
か
、

い
ろ
い
ろ
な
考
え

が
あ
っ
て
、
そ
う

い
う
こ
と
を
話
し

合
え
る
社
会
、
政

治
が
日
常
会
話
に

で
き
る
世
の
中
を

望
む
ば
か
り
で
す
。

め
げ
ず
に
駅
前
に

立
ち
た
い
で
す
ね
。

（
木
下
泰
子
）

攻
め
ら
れ
た
ら
ど
う
す
ん
だ
？
！

攻
め
ら
れ
た
ら
ど
う
す
ん
だ
？
！


